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18広報しばやま 

■	

施
行
期
日　
令
和
元
年
11
月
５
日

か
ら
施
行

　
　

 

芝
山
町
騒
音
地
域
整
備
基
金
の

設
置
、
管
理
及
び
処
分
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
（
議
案
第
6
号
）

　
成
田
空
港
の
更
な
る
機
能
強
化
に

伴
う
A
滑
走
路
夜
間
飛
行
制
限
の
緩

和
に
伴
い
、
成
田
国
際
空
港
株
式
会

社
よ
り
A
滑
走
路
特
別
加
算
金
（
一

時
金
）
お
よ
び
空
港
周
辺
地
域
振
興

支
援
金
（
一
時
金
）
が
交
付
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
、
騒
音
対
策
お
よ
び
地

域
振
興
策
の
充
実
に
向
け
て
、
よ
り

幅
広
く
資
金
財
源
を
確
保
す
る
た

め
、
芝
山
町
騒
音
地
域
整
備
基
金
の

設
置
、
管
理
お
よ
び
処
分
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

■
施
行
期
日　
公
布
の
日
か
ら
施
行

　
　

 

芝
山
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て　

　
　
　
　
　
（
議
案
第
7
号
）

　
令
和
元
年
10
月
か
ら
の
軽
自
動
車

税
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
に
つ
い

て
、
当
分
の
間
、
千
葉
県
が
行
う
こ

と
と
な
っ
て
お
り
、
課
税
免
除
の
範

囲
に
つ
い
て
は
自
動
車
税
環
境
性
能

割
と
同
範
囲
に
す
る
必
要
が
生
じ
た

か
ら
施
行

　
　

 

地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備

に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て　
　
　
　
（
議
案
第
4
号
）

　
地
方
公
務
員
法
お
よ
び
地
方
自
治

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
制
定

に
よ
り
、
一
般
職
の
会
計
年
度
任
用

職
員
制
度
が
創
設
さ
れ
、
原
則
と
し

て
現
在
の
臨
時
的
任
用
職
員
お
よ
び

一
般
職
の
非
常
勤
職
員
の
任
用
制
度

が
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
へ
移
行

さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
関
係
条
例
に

つ
い
て
所
要
の
整
備
（
一
部
改
正
）

を
行
う
た
め
、
条
例
を
制
定
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

■	

施
行
期
日　
令
和
２
年
４
月
１
日

か
ら
施
行

　
　

 

芝
山
町
印
鑑
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
（
議
案
第
5
号
）

　
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
が
改
正

さ
れ
、
令
和
元
年
11
月
５
日
か
ら
申

請
を
し
た
者
に
限
り
旧
氏
と
現
在
の

氏
を
併
記
す
る
取
り
扱
い
が
開
始
さ

れ
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
印
鑑
登
録
証

明
書
に
も
旧
氏
併
記
が
必
要
と
な
る

た
め
、
芝
山
町
印
鑑
条
例
の
一
部
を

改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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　平成31年第3回芝山町議会定例会が、９月９～19日にかけて開催
されました。議案11件が可決され、平成30年度芝山町歳入歳出決算
が認定されました。

主 

な 

内 

容

芝山町議会
９月定例会

　
　

 

芝
山
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委

員
会
委
員
の
選
任
に
つ
き
議
会

の
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い

て　
　
　
　
（
議
案
第
１
号
）

　
令
和
元
年
9
月
17
日
を
も
っ
て
任

期
満
了
と
な
る
芝
山
町
固
定
資
産
評

価
審
査
委
員
会
委
員
に
つ
い
て
、
次

の
者
を
芝
山
町
固
定
資
産
評
価
審
査

委
員
会
委
員
に
選
任
し
た
い
の
で
、

議
会
の
同
意
を
求
め
る
。

　
氏
名　
伊
藤　
純
一
（
再
任
）

　
　

 

芝
山
町
教
育
委
員
会
委
員
の
任

命
に
つ
き
議
会
の
同
意
を
求
め

る
こ
と
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
（
議
案
第
2
号
）

　
令
和
元
年
9
月
30
日
を
も
っ
て
任

期
満
了
と
な
る
教
育
委
員
会
委
員
に

つ
い
て
、
次
の
者
を
教
育
委
員
会
委

員
に
任
命
し
た
い
の
で
、
議
会
の
同

意
を
求
め
る
。

　
氏
名　
醍
醐　
隆
治
（
再
任
）

　
　

 
芝
山
町
会
計
年
度
任
用
職
員
の

給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
（
議
案
第
3
号
）

　
地
方
公
務
員
法
お
よ
び
地
方
自
治

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
制
定

に
よ
り
、
一
般
職
の
会
計
年
度
任
用

職
員
制
度
が
創
設
さ
れ
、
原
則
と
し

て
現
在
の
臨
時
的
任
用
職
員
お
よ
び

一
般
職
の
非
常
勤
職
員
の
任
用
制
度

が
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
へ
移
行

さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
当
該
職
員
の

給
与
お
よ
び
費
用
弁
償
に
つ
い
て
必

要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
、
新
た
に

条
例
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

■	

施
行
期
日　
令
和
２
年
４
月
１
日


